
 

 

協定項目１９号 資料 

 

国民健康保険事業の取扱いについて 

 

１ 協定項目の要旨・留意点 

 

① 国民健康保険は、市町村が保険者となり、被保険者（住民）から保険税を徴収して運営している。 

② 各市町村で、保険税率や賦課徴収に差異がある。 

③ 合併した場合は、ひとつの自治体として運営することになり、取扱いの統一に向けた検討が必要

である。 

④ 国民健康保険事業については、基本的に健全で円滑な運営を確保するよう調整する。 

⑤ 市町村が独自にその制度の充実を図っている事業については、構成市町村で均衡の保たれた制度

の趣旨・目的が効果的に機能するように調整する。 

  

 

２ 提案の理由 

新市における一体性の確保、負担の公平性、財源確保の視点で調整を行う。 

国民健康保険事業については、国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進する。 

 

 

３ 協定（協議）先進事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都西東京市（平成13年1月21日新設合併） 

 

(1) 賦課方式は、田無市の例により「保険料」とする。 

(2) 保険料率は、田無市の例による。ただし、合併特例法第１０条の規定を適用し、合

併する年度はそれぞれ現行の税率及び料率を採用する。なお、新市において国民健康保

険運営協議会を設置し、保険料率について検討を行い、合併する年度の翌々年度より新

保険料率を設定するものとする。 

(3) 納期は、田無市の例による。ただし、合併する年度については、それぞれ旧市の例

による。 

 

兵庫県篠山市（平成11年4月1日新設合併） 

 

(1) 国民健康保険税率については、合併時に統一を図る。ただし、急激な負担増加とな

らないように調整に努める。 

(2) 国民健康保険税の賦課及び減額については、現行のとおりとする。 

(3) 財政調整基金については、合併時に適正な額を持ち寄る。 

(4) 国民健康保険税の納期については、現行のとおりとし、納期前納付奨励金について

は、西紀町、丹南町及び今田町の例による。 

(5) 督促手数料については、笹山町の例による。 

(6) 保険給付事業については、現行のとおりとする。 

(7) 保険事業については、合併時に調整する。ただし、健康審査にかかる補助について

は、篠山町の例によるものとし、２時間人間ドック補助については今田町の例による。

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県さぬき市（平成14年4月1日新設合併） 

(1) 保険税は、国民健康保険事業の健全で円滑な運営を確保することができる額にて統

一を図る。 

(2) 納税義務の発生、消滅等に伴う賦課及び督促手数料、保険給付事業、疾病予防につ

いては、現行のとおりとする。 

(3) 軽減割合は、７割軽減・５割軽減・２割軽減を適用する。 

(4) 納期は、保険税額を考慮し、適正な納期で統一を図る。 

(5) 納期前納付報奨金は、廃止で統一する。 

(6) 国保運営協議会は、新市において新たに設置する。 

(7) 保険事業と健康教育については、現在実施している町に準じて、新市においても行

うこととする。ただし、実施内容については、統一を図る。 

(8) 人間ドック補助は、新市においても実施する。ただし、実施形態及び補助額等につ

いては、統一を図る。 

(9) 財政調整基金は、合併時に全額を持ち寄る。 

(10) 高額療養費資金貸付については、新市においても実施する。なお、基金の額は

15,000,000円とし、貸付額は現行のとおりとする。 

山口県周南市（平成15年 4月 21日新設合併） 

(1) 賦課形態は、徳山市の例により、保険料とする。 

(2) 賦課方式は、熊毛町の例により均等割、平等割、所得割の３方式とする。 

(3) 賦課割合は、現行の平準化方式とし、料率を統一する。だだし、急激な負担増に配

慮し、財政支援措置を講ずることとするが、金額は財政企画で定めることとし、期間に

ついては３年限度を目安とする。 

(4) 納付回数は、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、納期については、別に調整する。

(5) 納入（納税）組合は、廃止の方向で検討する。 

(6) 任意給付、はりきゅう施術費の支給は、徳山市、新南陽市の例により調整する。 

(7) 人間ドック検診費助成は、熊毛町の例により調整する。 

(8) 高額療養費貸付は、徳山市の例により調整する。 

(9) 国民健康保険診療所は、現行のまま新市に引き継ぐ。 

介護分の保険料は、国民健康保険料（医療分）の取扱いに準じ調整する。 

郡上郡町村合併協議会（平成16年 3月 1日目標 新設合併） 

【保険税賦課関係】 

(1) 国民健康保険税率については不均一課税とし、健全で円滑な運営を確保するため、適

正な負担額となるよう５年間を目標に調整する。 

(2) なお、軽減割合は、7 割軽減、5 割軽減、2 割軽減を適用（応能応益割合は 55 対 45

を満たす。）することとする。 

(3) 納期については、八幡町、美並村、和良村の例により１０期割とする。 

【保険給付・助成関係】 

(1) 葬祭費は、１件につき３万円とする。 

その他の給付内容については、７町村に相違がないため現行のとおりとする。 

(2) 高額療養費の貸付限度額については、八幡町の例により１５０万円とする。 

(3) 現在実施している保健事業は、合併時までに内容の統一を図り実施する。 

【基金】 

７町村の保有する基金については調整額を定め、適正な保有額となるよう合併時までに

調整し、新市に引き継ぐものとする。 

【国民健康保険運営協議会】 

国民健康保険運営協議会の委員については、被保険者を代表する委員、保険医または保

険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって２１名とする。 



 

 

４ 参考法令等（条文等抜粋） 

 

 国民健康保険法(昭和 33年 12 月 27 日法律第 192 号) 

 

 （この法律の目的） 

第１条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に

寄与することを目的とする。 

（国民健康保険） 

第２条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付とするものと

する。 

 

（特別会計） 

第１０条 市町村は、国民健康保険に関する収入及び収支について、政令の定めるところにより、特別

会計を設けなければならない。 

 

第２８条 保険者は、健康教育、健康相談、健康審査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要

な事業を行うように努めなければならない。 

２ 保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付その他の被保険者の療養環境の向上のために

必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付

けその他の必要な事業を行うことができる。 

 

 

 

地方税法(昭和 25年 7月 31日法律第 226 号) 

 

(国民健康保険税) 

第７０３条の４ 国民健康保険を行う市町村は、国民健康保険に要する費用に充てるため、国民健康保

険の被保険者である世帯主に対し、国民健康保険税を課することができる。 

２ 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世

帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額並びに当該世帯主及び当該世帯に属す

る国民健康保険の被保険者のうち同法第９条第２号の規定する被保険者であるものにつき算定した介

護給付金課税額の合算額とする。 

 

 

 



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【国民健康保険税】 総務部会　　税務分科会

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

４方式（所得割・資産割・均等割・平等割） 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ

保険税 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ

所得割 ７．１０％ ７．４７％ ８．９７％ ７．８５％ ７．７０％

資産割 ２０．００％ ４２．６％ ４０．２％ ５０．０％ ４０．０％

均等割 １８,５００円 ２０,５００円 １８,１００円 ２１，０００円 １９，０００円

平等割 ２３,０００円 ２３,９００円 ２２,３００円 ２３，０００円 ２０，０００円

応能割：応益割 ５３：４７ ５４:４６ ５３：４７ ５１：４９ ４７：５３

１人当り税額 ５６,８５２円 ５７，５４２円 ５４，８５４円 ５７，５６４円 ４４,１３４円

所得割 ０．７７％ ０．８５％ ０．９５％ ０．８５％ １．３０％

資産割 ５．６０％ ６.５９％ ９．００％ ８．００％ ９．００％

均等割 ５,４００円 ５,３００円 ６,０００円 ５，８００円 ７，１００円

平等割 ３,５００円 ２,９００円 ３,５００円 ３，５００円 ４，５００円

応能割：応益割 ４８：５２ ５３:４７ ４９：５１ ４７：５３ ５０：５０

１人当り税額 １３,６９４円 １３，２６２円 １４,６９７円 １４，０６６円 １７,９９３円

６０,５７９円 ６０，９３２円 ５８，１８６円 ６１，１３８円 ４８,０２２円

医療分 ５３０,０００円 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ

介護分
７０，０００円

（平成15年度　８０，０００円）
川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ

４月１日
（仮賦課なし）

４月１日
（仮賦課：4月1日　本賦課：8月1日）

樋脇町に同じ 樋脇町に同じ 樋脇町に同じ

応益割合の軽減　　　７割・５割・２割 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ

医
療
分

介
護
分

協定項目

調整方針（案）

　　国民健康保険税の取扱いについて、合併年度は１市４町４村の例により、その取扱いを承継し、合併翌年度から新市の取扱いによるものとする。
　関係市町村で、差異のあるもの等については、次のとおり取り扱うものとする。
　(1)　賦課方式,税率については、新市において国民健康保険事業の円滑な運営が図られるよう医療費の動向を見ながら合併までに調整する。
　(2)　限度額、軽減割合、納税義務の発生・消滅に伴う賦課については、関係市町村全て同じのため、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
　(3)　賦課期日、納期、減免については、川内市の例により調整する。　ただし、各納期限は、月末とする方向で調整する。
　(4)　納付書の発送方法については、郵送を基本にして合併までに総合的に調整する。

分野名

　１９　国民健康保険事業の取扱い

税
率

１人当り税額

賦課方式

徴収方法

賦課期日

賦課限度額

軽減割合



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【国民健康保険税】 総務部会　　税務分科会

里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 合併までに調整する。

川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 現行のまま新市に引き継ぐ。

所得割 ５．５０％ ８．１０％ ６．００％ ６．００％

資産割 ４１．００％ ４５．００％ ３５．００％ ３５．００％

均等割 １７,０００円 １８,４００円 １３,５００円 １３,５００円

平等割 １８,０００円 １９,７００円 １５,０００円 １４,５００円

応能割：応益割 ５１：４９ ５６：４４ ５３：４７ ４６：５４

１人当り税額 ４６,７７７円 ４７,６５４円 ３５,８７８円 ３４，７１２円

所得割 ０．８３％ ０．８５％ ０．８８％ ０．８０％

資産割 ４．９％ ５．３０％ ７．０％ ９．６０％

均等割 ４,８００円 ５,０００円 ４,８００円 ４,４００円

平等割 ３,１００円 ２,９００円 ２,８００円 ２,５００円

応能割：応益割 ５０：５０ ５３：４７ ４９：５１ ４４：５６

１人当り税額 １２,６１９円 １２,４２７円 １０,２６５円 １０，５１２円

５０,７６２円 ５０,１１０円 ３０,０５８円 ３５，８３７円

医療分 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 現行のまま新市に引き継ぐ。

介護分 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 現行のまま新市に引き継ぐ。

樋脇町に同じ
４月１日

（仮賦課：5月1日　本賦課：9月1日）
４月１日

（仮賦課：5月1日　本賦課：8月1日）
下甑村に同じ

合併時に、川内市の例により調整する。
（仮賦課なし）

川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 現行のまま新市に引き継ぐ。

税率については、国民健康保険事業の円滑な運営が図ら
れるよう医療費の動向を見ながら合併までに調整する。

　１９　国民健康保険事業の取扱い協定項目

調整方針（案）

分野名

賦課方式

徴収方法

税
率

医
療
分

介
護
分

１人当り税額

賦課期日

賦課限度額

軽減割合



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【国民健康保険税】 総務部会　　税務分科会

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町

１　賦課期日後に納税義務の発生月割で算定
２　賦課期日後に納税義務者の消滅月割で算定

川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ

第１期　７月１日から同月２８日まで
第２期　８月１日から同月２８日まで
第３期　10月１日から同月２８日まで
第４期　11月１日から同月２８日まで
第５期　翌年１月１日から同月２８日まで
第６期　翌年２月１日から同月２５日まで

第１期　４ 月１日から同月３０日まで
第２期　６ 月１日から同月３０日まで
第３期　８ 月１日から同月３１日まで
第４期　10月１日から同月３１日まで
第５期　11月１日から同月３０日まで
第６期　１ 月１日から同月３１日まで

第1期　４月１日から同月末まで
第2期　５月１日から同月末まで
第3期　６月１日から同月末まで
第4期　７月１日から同月末まで
第5期　８月１日から同月末まで
第6期　９月１日から同月末まで
第7期　１０月１日から同月末まで
第8期　１１月１日から同月末まで
第9期　１２月１日から同月２５日まで
第10期　翌年１月１日から同月末まで
第11期　翌年２月１日から同月末まで
第12期　翌年３月１日から同月末まで

第１期　４月１日から同月３０日まで
第２期　６月１日から同月３０日まで
第３期　８月１日から同月３１日まで
第４期　１０月１日から同月３１日まで
第５期　１１月１日から同月３０日まで
第６期　翌年１月１日から同月３１日まで

第１期　　４月１５日から　４月３０日まで
第２期　　６月１５日から　６月３０日まで
第３期　　８月１５日から　８月３１日まで
第４期　１０月１５日から１０月３１日まで
第５期　１２月１５日から１２月２５日まで
第６期　　２月１５日から　２月２８日まで

１　市長は，次の各号のいずれかに該当す
る者のうち，必要があると認める者に対し
ては，国民健康保険税を減免する。
(１)　天災その他特別の事情がある場合に
おいて減免を必要とすると認める者
(２)　貧困により生活のために公私の扶助
を受ける者
(３)　その他特別の事情がある場合におい
て，前２号に準ずると認める者

２　前項の規定によって国民健康保険税の
減免を受けようとする者は，納期限前５日
までに次に掲げる事項を記載した申請書に
減免を受けようとする理由を証明する書類
を添付して市長に提出しなければならな
い。
(１)　納税義務者の住所氏名
(２)　年度納期の別及び税額
(３)　減免を受けようとする理由

３　前項の規定によって，申請書を提出
し，国民健康保険税の減免を受けた者は，
その理由が消滅した場合においては，直ち
にその旨を市長に届け出なければならな
い

１　町長は，下記の各号のいずれかに該当
する者のうち，必要があると認める者に対
しては，国民健康保険税を減免する。
(１)　生活保護法の規定による保護を受け
る者
(２)　天災その他特別の事情がある者

２　前項の規定によって国民健康保険税の
減免を受けようとする者は，納期限前７日
までに次に掲げる事項を記載した申請書に
減免を受けようとする理由を証明する書類
を添付して町長に提出しなければならな
い。
(１)　納税義務者の住所氏名
(２)　年度納期の別及び税額
(３)　減免を受けようとする理由

災害による被害者に対する国民健康保険税
の減免に関する条例

１　町長は，次に該当する者のうち必要が
あると認めるものに対し国民健康保険税を
減免する。
(１)　天災その他特別の事情がある者
２　前項の規定により国民健康保険税の減
免を受けようとする者は，納期限前７日前
までに次に掲げる事項を記載した申請書に
減免を受けようとする事由を証明する書類
を添付して町長に提出しなければならな
い。
(１)　納税義務者の住所・氏名
(２)　年度，納期の別及び税額
(３)　減免を受けようとする事由
３　第１項の規定によって国民健康保険税
の減免を受けた者は，その事由が消滅した
場合においては，直ちにその旨を町長に申
告しなければならない。

川内市に同じ

・納税組合加入者は納税通知書を直接郵
送，納付書は納税組合長へ
・納税組合未加入者は納税通知書納付書は
直接郵送
・実施時期   ７月上旬

・納税組織加入者は納税通知書を直接郵
送，納付書は納税嘱託員へ
・納税組織未加入者は納税通知書納付書は
直接郵送
・実施時期   ７月上旬

・納税組合加入者は納税通知書，納付書を
納税組合長へ
・納税組合未加入者は納税通知書納付書は
直接郵送
・実施時期  ４月中旬・８月中旬

・自治公民館加入者は納税通知書・納付書
を私送便，未加入者は郵送
・実施時期   仮賦課４月上旬
　　　　　　　本賦課８月上旬

・納税組合加入者は納税通知書及び納付書
を納税組合長へ公民館文書により送付。
・納税組合未加入者は納税通知書及び納付
書を直接郵送する。
・実施時期　仮賦課　４月上旬　　本賦課
８月上旬

納税義務の発生、消滅に伴う
賦課

納期

減免

調整方針（案）

分野名

納付書発送方法

協定項目 　１９　国民健康保険事業の取扱い



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

【国民健康保険税】 総務部会　　税務分科会

里村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針案

川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 川内市に同じ 現行のまま新市に引き継ぐ。

第１期　５月１日から同月３１日まで
第２期　８月１日から同月３１日まで
第３期　１０月１日から同月３１日まで
第４期　１月１日から同月３１日まで

第１期　５月１日から同月３１日まで
第２期　７月１日から同月３１日まで
第３期　９月１日から同月３０日まで
第４期　１０月１日から同月３１日まで
第５期　１１月１日から同月３０日まで
第６期　１２月１日から同月２５日まで
第７期　翌年１月４日から同月３１日まで
第８期　翌年２月１日から同月末日まで

第１期　　５月１日から同月３１日まで
第２期　　６月１日から同月３０日まで
第３期　　８月１日から同月３１日まで
第４期　　９月１日から同月３０日まで
第５期　１１月１日から同月３０日まで
第６期　　１月１日から同月３１日まで

第１期　５月１日から同月３１日まで
第２期　８月１日から同月３１日まで
第３期　11月１日から同月３０日まで
第４期　翌年１月１日から同月３１日まで

合併時に、川内市の例により調整する。
ただし、各納期限は、月末とする方向で調整する。

（７・８・10・11・１・２月の６期）

１　村長は，次の各号のいずれかに該当す
る者のうち，必要があると認める者に対し
ては，国民健康保険税を減免する。
(１)　天災その他特別の事情がある場合に
おいて減免を必要とすると認める者
(２)　貧困により生活のために公私の扶助
を受ける者
(３)　その他特別の事情がある場合におい
て，前２号に準ずると認める者

２　前項の規定によって国民健康保険税の
減免を受けようとする者は，納期限前７日
までに次に掲げる事項を記載した申請書に
減免を受けようとする理由を証明する書類
を添付して村長に提出しなければならな
い。
(１)　年度納期の別及び税額
(２)　減免を受けようとする理由

３　前項の規定によって，申請書を提出
し，国民健康保険税の減免を受けた者は，
その理由が消滅した場合においては，直ち
にその旨を村長に届け出なければならな
い。

川内市に同じ 里村と同じ 里村と同じ 合併時に、川内市の例により調整する。

・納税組合加入者は納税通知書を職員使送
便
・納税組合未加入者は納税通知書納付書は
直接郵送
・実施時期   ４月上旬及び８月上旬

・国保加入世帯主に直接郵送
・実施時期　５月（仮賦課）９月（本賦
課）

・納税組合加入者は納税通知書を直接郵
送，納付書は納税組合長へ
・納税組合未加入者は納税通知書納付書は
直接郵送
実施時期　５月（仮賦課）８月（本賦課）

・村内納税者分納税通知書納付書は区長へ
・村外納税者分納税通知書納付書は直接郵
送
・実施時期５月上旬・８月上旬

合併までに総合的に調整する。

郵送を基本に調整する。

調整方針（案）

分野名

協定項目 　１９　国民健康保険事業の取扱い

納税義務の発生、消滅に伴う賦
課

納期

減免

納付書発送方法



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表 ＊国民健康保険事業の取扱い

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整の具体的方針（案）

国民健康保険の給付
に要する経費にあてる

国民健康保険の保険
給付の財源に不足を
生じたとき、又は保
険事業に要する費用
にあてる

保険給付費及び老人
医療拠出金並びに介
護給付金に不足を生
じたときの財源にあ
てる

国民健康保険事業の
保険給付費に不足を
生じた場合及び保険
事業に要する経費に
あてる

保険給付費及び老人
医療費拠出金並びに
介護給付金に不足を
生じたときの財源に
あてる

国民健康保険事業保
険給付の財源不足が
生じたとき等の財源
にあてる

国民健康保険療養給
付に不足を生じた場
合の支払いにあてる

保険給付費及び老人
医療拠出金並びに介
護納付金に不足を生
じたときの財源に充
てる

平成14年度保有額 2,029,000円 107,014,296円 82,972,982円 216,645,000円 222,734,575円 25,800,000円 48,061,916円 56,314,000円

平成14年度
　　　　　被保険者数

25,229人 3,157人 2,770人 2,448人 1,989人 797人 1,041人 1,402人 437人

１人当り保有額 80円 33,897円 29,954円 88,498円 111,983円 32,371円 46,16８円 40,166円

国保運営に関する事項
等について、市長の諮
問に応じて審議し、又
は必要があるとき市長
が建議する
・委員１１人
・任期２年
・会議年３回

国民健康保険事業の
運営に関する重要事
項を審議する

・委員９人
・任期２年
・会議年３回

国保事業の運営に関
する重要事項を審議
する

・委員９名
・任期２年
・会議年２回

国民健康保険条例に
基づき、国民健康保
険運営協議会の運営
に関し必要な事項を
定める

・委員６人
・任期２年
・会議年４年

国民健康保険事業の
運営に関する重要事
項を審議する

・委員９人
・任期２年
・会議年４回

国民健康保険事業の
運営に関する重要事
項を審議する

・委員６人
・任期２年
・会議年２回

国民健康保険事業の
運営に関する重要事
項を審議する

・委員９人
・任期２年
・会議年１回

　国民健康保険事業
の運営に関する重要
事項を審議する

・委員９人
・任期２年
・会議年１回

国民健康保険事業の
運営に関する重要事
項を審議する

・委員６人
・任期２年
・会議年１回

合併時に、新たに制度等を
制定する。
・定数及び報酬について、
合併までに調整をすませ、
新市に移行後は新たな定数
とする。

【目的】
被保険者が入院等で
一部負担金が高額に
なったとき、自己負担の
軽減を図るため、自己
負担限度額を超える分
を申請により国保で立
て替える
【内容】
　自己負担限度額＋１
０，０００円を超える者に
貸し付け１ヶ月単位と
する。　医院毎とし，医
科・歯科とは別とする。
入院・外来別とする。
【平成１4年度末基金
額】
15,000,000円

【目的】
医療費の支払いが困
難である国民健康保険
の被保険者に対し資金
を貸し付けることによっ
て、その世帯の生活の
安定を図る
【対象者】
樋脇町の国民健康保
険被保険者
【貸付金額】
高額療養費相当額(但
し、10,000円以上のと
き)
【貸付上限額】
2,000,000円
【申請方法】
国民健康保険高額療
養資金貸付申請書等
の提出
【貸付金の償還】
高額療養費の支給時
に精算
【平成１4年度末基金
額】
2,000,000円

【目的】
医療費の支払いが困
難である国民健康保険
の被保険者に対し資金
を貸し付けることによっ
て、その世帯の生活の
安定を図る
【対象者】
入来町国民健康保険
の被保険者
【貸付金額】
高額療養費の支給見
込額以内（ただし、その
額が10,000円に満たな
いときは、貸し付けな
い。）
【申込方法】
貸付申請書に請求書、
領収書を添付して申し
込み
【貸付金の償還】
高額療養費の支給時
に精算
【平成１4年度末基金
額】
3,000,000円

【目的】
医療費の支払いが困
難である国民健康保険
の被保険者に対し資金
を貸し付けることによっ
て、その世帯の生活の
安定を図る
【平成１4年度末基金
額】
2,000,000円

【目的】
医療費の支払いが困
難である国民健康保険
の被保険者に対し資金
を貸し付けることによっ
て、その世帯の生活の
安定を図る
【貸付金額】
　高額療養費相当額
（ただし，その額が３０，
０００円に満たない場合
は貸し付けない。）
【貸付上限額】
３，０００，０００円
【申込み方法】
貸付申請書に医療機
関が発行する，保険内
一部負担金が判定でき
る請求書を添付して申
し込む。
【貸付金の償還】
高額療養費の支給時
に精算する。
【平成１4年度末基金
額】
3,000,000円

【目的】
医療費の支払いが困
難である国保被保険の
被保険者に対し資金を
貸し付けることによっ
て、その世帯に生活の
安定を図る
【貸付金額】
900,000円以内（ただ
し、その額が10,000円
に満たないときは、貸
付をしない。）
【申込方法】
貸付申請書に請求書
又は領収書を添えて申
し込む。
【貸付金の償還】
高額療養費の支給時
に精算
【平成１4年度末基金
額】
900,000円

【目的】
医療費の支払いが困
難である国民健康保険
の被保険者に対し資金
を貸し付けることによっ
て、その世帯の生活の
安定を図る
【貸付の対象】
国民健康保険の被保
険者で、高額療養費の
支給見込額が１万円以
上であり、かつ高額な
医療費を支払うことが
認められる者の属する
世帯主に対して貸し付
ける。
【貸付金額】高額療養
費の支給見込額以内。
【貸付条件】１）貸付利
子　無利子２）償還期
限高額療養費の支給
を受けた日から１５日３）
償還方法全額一括償
還貸付金の全部又は
一部を繰り上げて償還
できる
【平成１4年度末基金
額】
400,000円

【目的】
医療費の支払いが困
難である国民健康保険
ほ被保険者に対し、資
金を貸し付けることに
よって、その世帯の生
活の安定を図る
【貸付金額】
高額療養費の支給見
込額以内において村
長が定める。（ただし、
その額が１０,000円に
満たない場合は貸し付
けない。）
【申込方法】
貸付申請書に一部負
担金に係る請求書又は
領収書を添付して申し
込む。
【貸付金の返済】
高額療養費の支給時
に精算する。
【平成１4年度末基金
額】
0円

【目的】
医療費の支払いが困
難である国民健康保険
の被保険者に対し資金
を貸し付けることによっ
て、その世帯の生活の
安定を図る
【貸付金額】
高額療養費の支給見
込額以内において村
長が定める。（ただし、
その額が10,000円に満
たない場合は貸し付け
ない。）
【申込方法】
貸付申請書に一部負
担金に係る請求書又は
領収書を添付して申し
込む。
【貸付金の返済】
高額療養費の支給時
に精算する。
【平成１4年度末基金
額】
300,000円

合併時に,川内市の例により
調整する。
・制度として残すものであり、
支給基準の統一が必要であ
る。

高額医療費貸付事業

　　 １９　　国民健康保険事業の取扱い

調　整　方　針
・国保財政調整基金は、市町村によって基金残高にかなりの差があるため、適切な額を持ち寄るなどの調整をする。また、基金については、合併時に、新たに制度を制定する。
・国民健康保険運営協議会の委員の定数及び報酬については、合併までに調整する。
・高額医療費貸付事業は、支払い基準を統一し、川内市の例により調整する。

項　　　　　目

協　定　項　目

合併時に、新たに制度等を
制定する。
・各市町村の基金残高にか
なりの開きがあるため、合
併前の基金の保有額を持ち
寄る。なお、保有額と算出
額の過不足額は他の基金の
持ち寄る額により調整す
る。

国保財政調整基金

国民健康保険運営協議会



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表
＊国民健康保険事業の取扱い

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整の具体的方針（案）

疾病の早期発見、早
期治療を図り、医療
費の適正化を図る

（各種検診）
・腹部超音波検診
・骨粗しょう症検診
・胃がん検診
・大腸がん検診
・子宮がん検診
・肺がん検診
・前立腺がん検診
・１日ドック(一般）
・１日ドック（婦人
科）
・２日ドック
・脳ドック

各種検診・人間ドッ
クの自己負担分を一
部助成し、被保険者
の病気の早期発見、
健康増進につなげる

（各種検診）
・基本健康診査
・腹部超音波検診
・骨粗しよう症検診
・胃がん検診
・子宮がん検診
・乳がん検診
・大腸がん検診
・肺がん検診
・肝炎ウイルス検診
・婦人科ドック
・１日ドック

健康診査を積極的に
推進することによっ
て被保険者の健康増
進及び維持並びに医
療費を抑制し、国民
健康保険事業の基盤
安定を図る

（各種検診）
・基本健康診査
・腹部超音波検診
・骨粗しょう症検診
・肝炎ウイルス検診
・胃がん検診
・子宮がん検診
・乳がん検診
・肺がん検診
・１日ドック
・２日ドック

住民の健康増進と疾
病の早期発見による
医療費の抑制を目的
とする

（各種検診）
・胃がん等精密検査
・婦人科人間ドック
・１日ドック

疾病の早期発見早期
治療を図り医療費の
適正化を図る

（各種検診）
・胃がん検診
・肺がん検診
・喀痰検診
・子宮がん検診
・乳がん検診
・大腸がん検診
・人間ドック
・脳ドック
・誕生月検診

住民の健康増進と疾
病の早期発見による
医療費の抑制を目的
とする

（各種検診）
・胃がん検診
・肺がん検診
・乳がん検診
・子宮がん検診

新市に移行後、速やかに調
整する。
・同じ検診でも市町村に
よって、国保の補助や一般
会計で実施しているとこ
ろ、また対象者や補助金も
異なっている団体があり調
整が必要である。

被保険者に対し、出産
及び死亡したときに一
時金として給付する。
（内容）
・葬祭費
１件当り20,000円
・出産育児一時金
１件当り300,000円

被保険者が出産時、被
保険者の世帯主に対し
て出産育児一時金を支
払う。
（内容）
・葬祭費
１件当り20,000円
・出産育児一時金
１件当り300,000円

被保険者に対し、出産
及び死亡したときに一
時金として給付する。
（内容）
・葬祭費
１件当り20,000円
・出産育児一時金
１件当り300,000円

被保険者に対し、出産
及び死亡したときに一
時金として給付する。
（内容）
・葬祭費
１件当り20,000円
・出産育児一時金
１件当り300,000円

被保険者に対し、出産
及び死亡したときに一
時金として給付する。
（内容）
・葬祭費
１件当り20,000円
・出産育児一時金
１件当り300,000円

被保険者に対し、出産
及び死亡したときに一
時金として給付する。
（内容）
・葬祭費
１件当り１0,000円
・出産育児一時金
１件当り300,000円

被保険者に対し、出産
及び死亡したときに一
時金として給付する。
（内容）
・葬祭費
１件当り１0,000円
・出産育児一時金
１件当り300,000円

被保険者に対し、出産
及び死亡したときに一
時金として給付する。
（内容）
・葬祭費
１件当り１0,000円
・出産育児一時金
１件当り300,000円

被保険者に対し、出産
及び死亡したときに一
時金として給付する。
（内容）
・葬祭費
１件当り７,000円
・出産育児一時金
１件当り300,000円

合併時に、川内市の例によ
り調整する。
・給付額において、甑島の
４村との差異があり調整が
必要である。

出産、葬祭に関する給付
（国保加入者の補助事業）

各種検診補助

項　　　　　目

協　定　項　目 　　 １９　　国民健康保険事業の取扱い

調　整　方　針
・各種検診は、市町村によって国保の補助と一般会計で実施しており、ばらつきがあるため新市において速やかに調整する。
・出産・葬祭に関する給付は、甑島４村との差異があり、合併時に川内市の例により調整する。




